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研究成果の概要（和文）：さまざまな社会化のアクターが関与するフランスの教育的余暇は、学校での授業の時
間とも、家庭での自由な時間とも異なる、課外活動の時間、余暇の時間などに、大人に監督され組織化された芸
術文化活動が実施される場でもある。このような活動の枠組みの中では子どもの創造性や能動性が発揮されやす
く、多様な文化のさまざまな生産過程が生み出されやすい。教育的余暇としての芸術文化活動は、人員や施設な
どのリソースの地域間格差を反映しやすく、文化実践の社会的格差の問題を課題として残してはいるものの、学
びのキャリアを通じてすべての子どもが個人的な文化を形成するプロセスに寄与しているといえる。

研究成果の概要（英文）：Involving a variety of socialization actors, educational leisure in France 
provides a space where artistic and cultural activities are supervised and organized by adults 
during extra-curricular and leisure time, distinct from both school class time and free time at 
home. Within the framework of such activities, children's creativity and active nature are more 
likely to be exercised, fostering various production processes of diverse cultures. Although arts 
and cultural activities as educational leisure are more likely to reflect regional disparities in 
resources such as personnel and facilities, presenting a challenge regarding social disparities in 
cultural practices, they contribute to the process of personal culture formation for all children 
throughout their learning career.

研究分野： 教育社会学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
フランスの教育的余暇の芸術文化実践モデルは、さまざまな立場や役割をもつアクターが、その相互作用によっ
て文化の生産プロセスに参加することを可能にしている。本研究はこのモデルを、教育機関と文化施設のパート
ナーシップや子どもの実践を重視するフランスの芸術文化教育のひとつとして、従来型の知識や技能の伝達を補
完し、新しい教育環境づくりに貢献するものとして示すことができた。この過程で、研究者の立場の分析や考察
から、方法論としてのエスノグラフィの手続きを提示することができた。また子どもの社会学の観点から、子ど
もに固有の時間や空間がどのように管理され制度化されているのかを示すことができた。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）子どもを対象とした教育的余暇は、子どもにとって、学校での授業の時間とも、家庭での
自由な時間とも異なり、課外活動の時間、放課の時間、余暇の時間などに行われる、大人に監督
され組織化された活動としてとらえることができる。フランスの教育的余暇には、学校のみなら
ず、自治体、市民アソシエーション、文化施設、アーティストや専門家など、さまざまな社会化
のアクターが関与しており、社会化のプロセスを理解するための重要な場となっている。 
 
（2）教育的余暇の中でも、芸術文化活動には、子どもの文化実践への平等なアクセスを促進す
る役割が期待されている。このような意味における「文化の民主化」の制度的、社会的な条件を
明らかにするためには、教育や文化の制度や構造だけでなく、その内容や個人の関わり方を分析
することが求められる。 
 
２．研究の目的 
（1）本研究の一つ目の目的は、教育的余暇としての芸術文化活動の特徴を明らかにすることで
ある。芸術文化に関して公式のカリキュラムで定められた獲得されるべき知識や技能とどのよ
うな重なりや相違があるか、また授業の枠組みで行われる芸術文化活動のあり様と、どのような
重なりや相違があるかを解明する。 
 
（2）本研究の二つ目の目的は、芸術文化実践をめぐる子どもの社会化過程を明らかにすること
である。教育的余暇としての芸術文化活動に参加するアクターは互いにどのような関係に置か
れ、活動にどのようにたずさわるのか、そのことは何を意味するのかを分析する。 
 
３．研究の方法 
（1）学習指導要領に相当する教育プログラムや芸術文化教育高等審議会（HAUT CONSEIL DE 
L’EDUCQTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, HCEAC）の議論などの公式文書の分析を行うことに
よって、学校で子どもが身につけるべきものと考えられている知識を明らかにする。また、フラ
ンスの学校知識の社会学の分野における先行研究や近年の教育政策の分析を通じて、芸術文化
教育という総称が包含する範囲を考察する。 
 
（2）教育的余暇としての芸術文化活動や授業の枠組みで行われている芸術文化教育のエスノグ
ラフィを実施する。参与観察を実施するとともに教師、子どもの教育の専門家、アーティストら
への聞き取りを行い、関係者の関与のしかたを分析する。 
 
（3）芸術文化教育に関するフランスの先行研究やフランス文化省による量的調査を参照し、芸
術文化実践の社会格差と芸術文化教育の可能性を考察する。 
 
４．研究成果 
（1）フランスの教育省は、芸術文化教育（EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, EAC）を、学
校の授業で行われる造形芸術や音楽教育などの芸術教育（ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES）、あるい
は教師が地歴、音楽、造形芸術などの教科の時間に学際的に教える諸芸術の歴史（HISTOIRE DES 
ARTS）のほか、地方自治体や文化施設や地方自治体が提供する芸術との出会い、芸術家との交流
や芸術文化活動を含むものとしている。そして課外活動や余暇の時間など、子どもたちのさまざ
まな時間に連続性を持たせるためのツールとして提示している。 
芸術文化教育高等審議会（HCEAC）による 2016 年の芸術文化教育憲章を受け、芸術文化教育（EAC）
は、すべての子どもが個人の文化を構築すること、芸術文化の実践を促すこと、芸術家・芸術作
品・文化施設との交流を行うことの 3つを目標としている。そのため、フランスの教育省は文化
省との協力のもとで文化施設と学校とのパートナーシップを促進している。 
自治体の中には、課外活動の時間、放課の時間や余暇の時間に、国の芸術文化教育（EAC）を先
取りするような取り組みを行っているところもある。たとえば、美術館、劇場、コンサートホー
ルなどの文化施設と、余暇センターなどの子どもの教育施設とをつなぎ、芸術の発見や作品との
交流を促し、子ども自身が実践に参加することを評価しようとするプロジェクトなど、芸術文化
教育（EAC）に相当する活動を行ってきた地方もある。課外活動の時間、放課の時間や余暇の時
間に自治体や市民アソシエーションが提供する芸術文化に関する教育は、教育専門家、市民アソ
シエーションの職員や芸術家によって指導される。文化施設とのパートナーシップのもとで行
われる活動もあり、地域によってその規模や内容は多様である。 
また、学校における芸術文化教育（EAC）であっても、一つの教科として教えられるだけではな
く、授業を補完する教育アクション（ACTIONS EDUCATIVES）の枠組みで行われる活動もあれば、
学際的な実践授業（ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES, EPI）の一環として行われ
る活動もある。教科の時間に知識の獲得を目的として教師が行う芸術教育と、さまざまな活動を



行う時間にパートナーシップにもとづいて行われる芸術文化教育（EAC）を比較している専門家
もおり、ここには伝統的な教育方法に対する新しい教育環境の構築の試みを垣間見ることがで
きる。この意味において、学校での芸術文化教育と、教育的余暇としての芸術文化活動との境界
線は、今日ますます曖昧になっているといえる。 
 
（2）学校で行われる芸術文化教育と教育的余暇としての芸術文化活動の違いは、その内容とい
うよりも、むしろアクターらがどのようにお互いに関わるか、かれらが活動にどのように関与す
るか、その関わり方に観察された。 
子どもと芸術文化活動との関係性について、芸術文化教育にたずさわるアクターには、かれらの
専門性や職業上の役割によってさまざまな考え方がある。いっぽう子どもの文化体験は、国や自
治体のほか、政策形成に関わる大人や、教育の専門家が想定している効果をもつとは限らず、か
れらをとりまく文化産業を通じて、かれらの教育環境を通じて、またかれらが参加する芸術文化
活動に対するかれら自身の固有の解釈を通じて、文化のさまざまな生産過程を生み出しうる。 
このように、子どもが他者との関わりの中で芸術文化活動を経験するプロセスの全体を芸術文
化への社会化としてとらえるとき、社会化において子どもが大人と形成する関係、子どもどうし
で形成する関係、文化の生産過程への関わり方は、活動に参加している子どもの年齢の違い、活
動の枠組みの違い、活動を指導する大人の役割の違いに影響を受ける。 
学校での授業の枠組みの中で行われる芸術文化教育では、指導者としての教師と、それにしたが
って行動する子どもたちという学校的な関係が維持されやすい。また、このような関係の内面化
は、子どもの年齢があがるにつれて強化される。いっぽう、教育的余暇での芸術文化活動では、
指導者の権威が教師とは異なり、参加者どうしがより平易な関係におかれやすい。また、活動の
集団が年齢の異なる子どもたちで形成されていることが多い。このような状況は、活動の空間を
より自由度の高いもの、異質なものや、他者に開かれたものにしており、子どもの創造性や主体
性の発揮されやすい環境が形成されているといえる。 
学校の授業、課外活動、放課、余暇など、子どもの過ごすさまざまな時間には、そこに関与する
大人、そこに循環する規範や教育の意味にそれぞれの特徴があり、それらは芸術文化活動のみな
らず、スポーツであっても、その実践や形式を規定している。 
 
（3）フランスでは政府の文化支出に対する地方政府の文化支出の割合が大きい。自治体が主に
担う教育的余暇としての芸術文化活動には、子どもの芸術文化への平等なアクセスが期待され
てはいるものの、居住地からアクセス可能な文化施設、アーティストや指導者などの芸術文化に
たずさわる関係者、活動の実施を可能にする財政規模など、設備や人員に関連した各種リソース
のキャパシティが、地方間の格差となってあらわれやすい。 
文化の平等な普及をもっとも期待される学校でさえ、芸術文化教育はすべての子どもに同じよ
うに提供されているとは限らず、どのような子どももそれらを同じように受容しているとは限
らない。フランスの文化省と教育省の調査では、学校で提供されている芸術文化教育の多様性を
確認できる。また、学校で最も提供されやすい芸術文化教育や、教育的余暇で最も提供されやす
い芸術文化活動は、学校外での子どもの自由な余暇として頻繁に行われている文化実践とは一
致しないことが分かっている。 
このように、文化実践の社会的格差の是正にとっては課題が残るものの、教育的余暇としての芸
術文化活動は、多様な芸術文化へのさまざまなアプローチを提供することで、学びのキャリアを
通じて、すべての子どもが個人的に文化を形成するプロセスに貢献しているといえる。 
 
（4）さいごに、教育的余暇の芸術文化実践モデルは、新しい教育環境づくりの契機となる可能
性を秘めている。芸術文化そのものの学びという観点では、指導者の芸術文化に関する専門性が
重要性を帯びるため、従来型の知識や技能の伝達も重視される。いっぽう芸術文化を通じた新た
な学びという観点では、さまざまな立場にあるアクターの相互作用による多様な文化の多様な
生産プロセスへの参加が、学校での授業のような制度化されたスキームに新しいアプローチを
もたらし、授業の枠外でのノンフォーマルな活動においても、創造的な場を形成することにつな
がっている。 
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